
 

 

 

 

 

 

 

平成２０年相模原市議会３月定例会付議事件一覧 

 

 

 

 

        付議事件 

          (１) 議  案 ５５件 

            予 算       １１件 

条 例       ３４件 

            契 約        ２件 

            不動産の処分        １件 

            不動産の取得        １件 

市 道        １件 

認定の承諾        １件 

            補 正 予 算 ４件 

          (２) 報  告 ５件    

            合  計 ６０件 

 

(付議予定案件  人事 ９件) 

 

 

 

平成２０年２月１９日招集  

 

 

 



 

議案番号 件名(担当) 主   な   内   容 

  20 年度当初予算額 19 年度当初予算額 比較(率) 

１ 

 

平成２０年度相模原市一

般会計予算 

(企画財政局財務部) 

千円

 

203,200,000

千円 

 

197,000,000 

 

千円

6,200,000 

(3.1%) 

２ 平成２０年度相模原市国

民健康保険事業特別会計

予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

67,550,000 

 

 

63,735,000 3,815,000 

(6.0%) 

  

事業勘定 

 

 

67,321,000 

 

 

63,507,000 

 

 

3,814,000 

(6.0%) 

  

直営診療勘定 

 

 

229,000 

 

 

228,000 

 

 

1,000 

(0.4%) 

３ 平成２０年度相模原市下

水道事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

21,071,000

 

 

19,075,000 

 

1,996,000 

(10.5%) 

４ 平成２０年度相模原市老

人保健医療事業特別会計

予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

3,253,000

 

 

 

34,013,000 

 

-30,760,000 

(-90.4%) 

５ 平成２０年度相模原市自

動車駐車場事業特別会計

予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

1,482,000

 

 

 

2,796,000 

 

 

 

-1,314,000 

(-47.0%) 

６ 平成２０年度相模原市介

護保険事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

27,990,000

 

 

 

25,443,000 

 

2,547,000 

(10.0%) 

７ 平成２０年度相模原市母

子寡婦福祉資金貸付事業

特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

244,000

 

 

 

253,000 

 

-9,000 

(-3.6%) 

８ 平成２０年度相模原市簡

易水道事業特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

118,000

 

 

 

106,200 

 

11,800 

(11.1%) 



９ 平成２０年度相模原市財

産区特別会計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

98,000

 

 

231,000 

 

-133,000 

(-57.6%) 

１０ 平成２０年度相模原市農

業集落排水事業特別会計

予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

25,000

 

 

 

26,800 

 

-1,800 

(-6.7%) 

１１ 平成２０年度相模原市後

期高齢者医療事業特別会

計予算 

(企画財政局財務部) 

 

 

4,918,000

 

 

 

 

 

4,918,000 

(皆増) 

 

 

 

合    計 

 

 

329,949,000

 

 

 

342,679,000 

 

-12,730,000 

(-3.7%) 

１２ 附属機関の設置に関する

条例の一部を改正する条

例について  

(企画財政局企画部) 

相模原市行政区画等審議会を設置するための附属機関の名

称、設置目的、委員の数及び委員の任期の規定の追加その他所

要の改正をするもの 

(Ｈ２０．４．１施行。ただし、相模原市社会教育委員に係る

改正規定は、公布日施行) 

１３ 相模原市職員定数条例の

一部を改正する条例につ

いて  

(総務局) 

簡素で効果的な行政運営を推進するため、職員の定数を改正

するもの 

(Ｈ２０．４．１施行) 

定     数 

部  局  別 
現 行

増減 

人数 
改正後

議 会 の 事 務 局 の 職 員    22人       0人    22人

市長の事務部局の職員  3,377 △11  3,366 

選挙管理委員会の事務局の職員     13 0     13 

監査委員の事務局の職員     15 0     15 

消 防 職 員    719 5    724 

農業委員会の事務局の職員     14 0     14 

教育委員会の事務局及び学校

そ の 他 の 教 育 機 関 の 職 員
   580 △19    561 

合       計  4,740 △25  4,715 
 



１４ 相模原市職員の自己啓発

等休業に関する条例につ

いて  

(総務局) 

 地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)の改正に伴い、職

員が公務に関する能力の向上に資すると認められる大学等に

おける課程を履修し、又は国際貢献活動を行うための自己啓発

等休業について所要の定めをするもの 

(Ｈ２０．４．１施行)

１５ 相模原市非常勤特別職職

員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正

する条例について  

(総務局) 

城山町及び藤野町の区域を担当する体育指導委員の報酬に

係る特例の廃止に伴う規定の整理をするもの 

(Ｈ２０．４．１施行)

１６ 相模原市職員の育児休業

等に関する条例及び相模

原市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の

一部を改正する条例につ

いて  

(総務局) 

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成３年法律第１１０

号)の改正に伴い、育児休業をした職員の職務復帰後における

号給の調整方法の見直しその他所要の改正をするもの 

(公布日施行)

１７ 相模原市立市民福祉会館

条例の一部を改正する条

例について 

(健康福祉局福祉部) 

 

 相模原市立あじさい会館及び相模原市立あじさい会館南分

室の管理を指定管理者として行わせるものの規定の改正その

他所要の改正をするもの 

(公布日施行)

１８ 相模原市後期高齢者医療

に関する条例について 

(健康福祉局福祉部) 

 後期高齢者医療制度の実施に伴い、高齢者の医療の確保に関

する法律(昭和５７年法律第８０号)、神奈川県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成１９年神奈川県後

期高齢者医療広域連合条例第２８号)等に定めるもののほか、

本市が行う事務その他所要の定めをするもの 

(Ｈ２０．４．１施行)

１９ 相模原市医療費助成条例

の一部を改正する条例に

ついて 

(健康福祉局福祉部) 

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和５７年法律第８０

号)に基づく被保険者のうち本市に係るものを医療費助成の対

象とする規定の追加その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２０．４．１施行。ただし、相模原市医療費助成条例の一

部を改正する条例(平成１８年相模原市条例第４７号)の一部

を改正する規定は、公布日施行) 

 

２０ 相模原市立障害者支援セ

ンター条例の一部を改正

する条例について 

(健康福祉局福祉部) 

 障害者支援センターに設置した知的障害者援護施設及び身

体障害者更生援護施設を障害者自立支援法(平成１７年法律第

１２３号)第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業を実

施する施設とするための規定の整理その他所要の改正をする

もの 

(Ｈ２１．４．１施行)



２１ 相模原市立津久井障害者

地域作業所条例の一部を

改正する条例について 

(健康福祉局福祉部) 

 

相模原市立津久井障害者地域作業所を障害者自立支援法(平

成１７年法律第１２３号)第５条第２１項に基づく地域活動支

援センターとするための規定の整理、指定管理者が行う業務の

範囲等の規定の追加その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２１．４．１施行)

２２ 相模原市立療育センター

条例の一部を改正する条

例について 

(健康福祉局福祉部) 

 療育センターに設置した知的障害者通所更生施設を障害者

自立支援法(平成１７年法律第１２３号)第５条第６項に規定

する生活介護の事業を行う施設とするための規定の整理及び

藤野中央公民館の建て替えによる藤野療育相談室の移転に伴

う位置の規定の改正をするもの 

(Ｈ２１．４．１施行。ただし、藤野療育相談室の位置の改正

規定は、Ｈ２０．４．１施行) 

 

 

２３ 相模原市立老人福祉セン

ター条例の一部を改正す

る条例について 

(健康福祉局保険高齢部) 

 相模原市立老人福祉センター渓松園及び相模原市立老人福

祉センター若竹園の管理を地方自治法(昭和２２年法律第６７

号)の規定により指定管理者に行わせるため、指定管理者の指

定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等必要な規定の追加そ

の他所要の改正をするもの 

(公布日施行)

２４ 相模原市立ふれあいセン

ター条例の一部を改正す

る条例について 

(健康福祉局保険高齢部) 

 

 

 ふれあいセンターの管理を指定管理者として行わせるもの

の規定の改正その他所要の改正をするもの 

(公布日施行)

２５ 相模原市立さがみ湖リフ

レッシュセンター条例の

一部を改正する条例につ

いて 

(健康福祉局保険高齢部) 

 相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター(以下「リフレッ

シュセンター」という。)の休所日、利用できる時間及び利用

料金並びにリフレッシュセンターの管理を指定管理者として

行わせるもの及び指定管理者が行う業務の範囲の規定の改正

その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２１．４．１施行)

基本利用料金 

区分 １日(午前９時から午後１０時まで)

ふれあいルーム１ ２，９００円

ふれあいルーム２ ２，７００円

研修室 １，５００円

調理実習室 ５，８００円

ボランティアルーム １，０００円

 

 

 

 



２６ 相模原市介護保険条例の

一部を改正する条例の一

部を改正する条例につい

て 

(健康福祉局保険高齢部) 

 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関

する政令の一部を改正する政令(平成１８年政令第２８号)の

改正に伴い、平成２０年度における介護保険料率の算定の特例

についての規定の追加をするもの 

(Ｈ２０．４．１施行)

 

 

２７ 相模原市国民健康保険条

例の一部を改正する条例

について  

(健康福祉局保険高齢部) 

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成１８年法律第８３

号)により地方税法(昭和２５年法律第２２６号)に国民健康保

険税の特別徴収の規定が追加されたことに伴い、国民健康保険

税の徴収の方法の規定の追加をするもの 

(Ｈ２０．４．１施行)

 

 

２８ 相模原市立ふれあい広場

条例の一部を改正する条

例について 

(市民局市民活力推進部) 

 相模原市立星が丘ふれあい広場及び相模原市立宮上ふれあ

い広場を設置するもの 

(Ｈ２０．４．１施行)

１ 相模原市立星が丘ふれあい広場 

位 置 相模原市星が丘３丁目５，１４３番１９ 

面 積 １，９７６㎡ 

設 備 防球ネット、水道、園内灯等 

２ 相模原市立宮上ふれあい広場 

位 置 相模原市東橋本２丁目１６２番９ 

面 積 ２，８４１㎡ 

設 備 防球ネット、水道、園内灯等 

 

 

２９ 相模原市立小田急相模原

駅文化交流プラザ条例の

一部を改正する条例につ

いて  

(市民局市民活力推進部) 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザの管理を地方自

治法(昭和２２年法律第６７号)の規定により指定管理者に行

わせるため、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務

の範囲その他必要な規定及び利用料金制度の導入について必

要な規定の追加その他所要の改正をするもの 

(公布日施行。指定管理者の指定の手続に係る規定を除きＨ２１.

４.１適用) 

 

 

３０ 

 

相模原市立津久井合唱館

条例の一部を改正する条

例について 

(市民局市民活力推進部) 

相模原市立津久井合唱館を幅広く市民相互の交流の場とす

るための設置目的の規定の改正並びに同施設の管理を地方自

治法(昭和２２年法律第６７号)の規定により指定管理者に行

わせるため、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務

の範囲その他必要な規定及び利用料金制度の導入について必

要な規定の追加その他所要の改正をするもの 

(公布日施行。指定管理者の指定の手続に係る規定を除きＨ２１.

４.１適用) 

 

 



３１ 相模原市立産業会館条例

の一部を改正する条例に

ついて 

(環境経済局経済部) 

相模原市立産業会館の管理を指定管理者として行わせるも

のの規定の改正その他所要の改正をするもの 

(公布日施行。指定管理者による管理に係る規定は、

Ｈ２１.４.１適用) 

 

３２ 相模原市立勤労者総合福

祉センター条例の一部を

改正する条例について  

(環境経済局経済部)  

相模原市立勤労者総合福祉センターを指定管理者として

行わせるものの規定の改正その他所要の改正をするもの 

(公布日施行。指定管理者による管理に係る規定は、

Ｈ２１.４.１適用) 

 

３３ 相模原市立相模の大凧セ

ンター条例の一部を改正

する条例について 

(環境経済局経済部)  

相模原市立相模の大凧センターの管理を指定管理者とし

て行わせるものの規定の改正その他所要の改正をするもの 

(公布日施行。指定管理者による管理に係る規定は、

Ｈ２１.４.１適用) 

３４ 相模原市立鳥居原ふれあ

いの館条例の一部を改正

する条例について 

(環境経済局経済部) 

 相模原市立鳥居原ふれあいの館の管理を指定管理者として

行わせるものの見直しに伴い、指定管理者による管理及び指定

管理者の指定の手続に係る規定を改正するもの 

(公布日施行。指定管理者による管理に係る規定は、

Ｈ２１.４.１適用) 

３５ 相模原市立環境情報セン

ター条例の一部を改正す

る条例について 

(環境経済局環境保全部) 

 

相模原市立環境情報センターの管理を地方自治法(昭和

２２年法律第６７号)の規定により指定管理者に行わせる

ため、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の

範囲その他必要な規定及び利用料金制度の導入について必

要な規定を追加するもの 

(公布日施行。指定管理者の指定の手続に係る規定を除きＨ２１.

４.１適用) 

 

３６ 相模原市都市公園条例の

一部を改正する条例につ

いて 

(環境経済局環境保全部) 

競技場の一般使用の単位の変更並びにテニス場及び同夜間

照明施設の使用料の額の改定、指定管理者に管理を行わせる都

市公園等及び指定管理者となりうるものの規定の改正、競技場

に係る利用料金制度の導入及び競技場メインスタンドの設置

に伴う利用料金の規定の追加その他所要の改正をするもの 

(競技場の一般使用の単位の変更並びにテニス場及び同夜間照

明施設の使用料の額を改定する改正についてはＨ２０．４．１

施行。テニス場及びテニス場夜間照明施設の使用料に係る規定

はＨ２０．６．１適用。指定管理者に管理を行わせる都市公園

等及び指定管理者となりうるものの規定の改正、競技場に係る

利用料金制度の導入及び競技場メインスタンドの設置に伴う

利用料金の規定の追加についてはＨ２１年４月１日施行) 

１ 相模原麻溝公園競技場の一般使用の使用料の単位に団体

を追加し、並びに津久井又野公園及び相模湖林間公園テニス

場及びテニス場夜間照明施設の使用料の改定 



  

 

（１）相模原麻溝公園競技場の使用料に係る単位の追加 

有料公園

施設の種

類 

単        位 金  額 

競技場 
一般

使用
団体 

20人まで

ごと 
１回 1,000円

（２）テニス場の使用料の額の改定 

有料公園

施設の種

類 

単        位 金  額 

市 民 1,000円
専用

使用 市民以外

のもの 

２時間につ

き 5,000円テニス場

一般

使用
１    面 1,000円

（３）テニス場夜間照明施設の使用料の額の改定 

附属施設の種類 単  位 金  額

テニス場夜間照明施設 30分につき 200円

２ 相模原麻溝公園競技場の使用において利用料金として

指定管理者に納付するための規定の改正並びに相模原麻

溝公園競技場メインスタンドの設置に伴う入場料等を徴

収して競技場を専用使用する場合の利用料金の規定及び

相模原麻溝公園競技場の附属施設の利用料金の規定の追

加 

（１）相模原麻溝公園競技場の利用料金 

有料公園

施設の種

類 

単  位 金  額 

市 民 40,000円
専用

使用
市民以外のも

の 

１日(8時

30分～18

時30分) 100,000円

大人 200円
個人

小人 100円

競技場 

一般

使用
団体

20人ま

でごと

1回 

1,000円

入場料等を徴収して競技場を専用使用する場合における利

用料金の額は、専用使用の許可を受けた利用料金の額に、

当該利用料金の額と同額又は徴収した入場料の総額に５

パーセントを乗じて得た額のいずれか高い額を加算した

額とする。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）相模原麻溝公園競技場の附属施設の利用料金 

附属施設の種類 単   位 金 額

放送設備 

１日(8時30

分～18時30

分) 

4,000円

１日１点に

つき(３０点

未満) 

100円

競技用器具 

１日３０点

以上 
3,000円

写真判定装置 12,500円

会議室１(大会本部室Ａ) 5,000円

会議室２(大会本部室Ｂ) 3,500円

会議室３(大会本部室Ｃ) 3,500円

会議室４(大会本部室Ｄ) 3,500円

会議室５(大会本部室Ｅ) 3,500円

会議室６(大会本部室Ｆ) 3,500円

会議室７(インタビュー

室Ａ) 

2,000円

会議室８(インタビュー

室Ｂ) 

2,000円

相模原

麻溝公

園競技

場 

会議室９(打合せ室) 

１日(8時30

分～18時30

分) 

1,500円
 

３７ 相模原市地区計画の区域

内における建築物の制限

に関する条例の一部を改

正する条例について  

(都市建設局まちづくり

計画部) 

 

 

 

建築基準法(昭和２５年法律第２０１号) 第６８条の２第１

項の規定に基づき、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保

するため、小田急相模原駅北口地区の地区計画の区域内におけ

る建築物の制限についての規定の追加その他所要の改正をす

るもの 

(公布日施行)

３８ 相模原市都市交通施設整

備基金条例について  

(都市建設局まちづくり

計画部) 

 

 

都市交通施設を整備する事業の財源とするため、基金の設置

その他所要の定めをするもの 

(Ｈ２０．４．１施行)



３９ 相模原市営自転車駐車場

条例の一部を改正する条

例について  

(都市建設局まちづくり

事業部) 

橋本駅南口第２路上等自転車駐車場の設置に伴い、同駐車場

の名称、位置、入出場時間及び駐車料を定める規定の追加、橋

本駅南口路上等自転車駐車場の名称の変更その他所要の改正

をするもの 

(Ｈ２０．３．２８施行)

 橋本駅南口第２路上等自転車駐車場 

１ 位 置 相模原市橋本２丁目３４１番２８地先 

２ 面 積 ５６平方メートル 

３ 収容台数 自転車４５台(電磁ロック式駐輪機器による。)

４０ 相模原市営自動車駐車場

条例の一部を改正する条

例について  

(都市建設局まちづくり

事業部) 

 

 

 

橋本駅北口第１自動車駐車場で定期駐車券を発行すること

に伴い、同駐車場の入出場時間の規定の改正その他所要の改正

をするもの  

(Ｈ２０．６．１施行。ただし、用語の整理に係る改正規定は

公布日施行) 

４１ 相模原市立相模湖ふれあ

いパーク条例の一部を改

正する条例について  

(都市建設局まちづくり

事業部) 

 

 

 

 相模原市立相模湖ふれあいパークにおける利用料金制度の

導入について必要な規定の改正、指定管理者が行う業務の範囲

の規定の改正その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２１．４．１施行。ただし、用語の整理に係る改正規定は

公布日施行) 

４２ 相模原市体育館に関する

条例の一部を改正する条

例について 

(教育局生涯学習部) 

 

 相模原市体育館の管理を指定管理者として行わせるものの

規定の改正その他所要の改正をするもの 

(公布日施行)

４３ 相模原市立総合体育館条

例の一部を改正する条例

について 

(教育局生涯学習部) 

指定管理者が総合体育館の利用できる時間を変更する場合

の利用料金の額を定める規定及び空手マットの利用料金の額

を定める規定の追加その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２１．４．１施行。ただし、空手マットの利用料金の額を

定める規定の追加についてはＨ２０．４．１施行。用語の整理

に係る改正規定は公布日施行) 

 

 

４４ 相模原市立総合水泳場条

例の一部を改正する条例

について 

(教育局生涯学習部) 

指定管理者が相模原市立総合水泳場の利用できる時間を変

更する場合の利用料金の額を定める規定の追加その他所要の

改正をするもの 

(Ｈ２１．４．１施行。ただし、用語の整理に係る改正規定は

公布日施行) 



４５ 相模原市立グラウンド等

体育施設に関する条例の

一部を改正する条例につ

いて 

(教育局生涯学習部) 

大野台南テニスコート、小倉プール、小倉テニスコート、名

倉グラウンド及びふじのマレットゴルフ場の管理を地方自治

法(昭和２２年法律第６７号)の規定により指定管理者に行わ

せるための指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の

範囲その他必要な規定並びにふじのマレットゴルフ場に係る

利用料金制度の導入について必要な規定の追加並びに小倉テ

ニスコート及び同夜間照明設備の使用料の額の改定その他所

要の改正をするもの 

(Ｈ２１．４．１施行。ただし、小倉テニスコート及び同夜間

照明設備の使用料の額を改定する改正についてはＨ２０．４．

１施行。小倉テニスコート及び同夜間照明設備の使用料に係る

規定はＨ２０．６．１適用) 

１ 小倉テニスコートの使用料の額の改定 

施設名 利用単位 使用料 

小倉テニスコート 2時間につき 

1面につき 

市内 1,000円

市外 5,000円

２ 小倉テニスコート夜間照明設備の使用料の額の改定 

設備名 利用単位 使用料 

小倉テニスコート夜間

照明設備 
30分につき 200円

 

４６ 工事請負契約について  

(企画財政局財務部) 

１ 工事の名称  都市計画道路大山氷川線道路改良工事 

２ 工事の場所  相模原市大山町４０３番６から小山４丁目

８０１番１まで 

３ 契 約 金 額  ８５７，８５０，０００円 

４ 契約の相手方  岩田地崎建設・アコック・平井工業共同企

業体 

代表者 岩田地崎建設株式会社横浜営業所

所長 谷 地 栄 秀    

５ 履 行 期 限 本契約締結の日から８９０日以内 

６ 工事の概要 

工事延長 ２８２．０ｍ 

Ｕ型擁壁工 

ボックスカルバート工 

舗装工 

排水工 

付帯工 

工  種 

管きょ工  



４７ 包括外部監査契約の締結

について 

(総務局) 

 

包括外部監査契約の締結 

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果 

       に関する報告 

２ 契約の始期 平成２０年４月１日 

３ 契約の金額 １６，５００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 

   住 所 相模原市鹿沼台２丁目２１番１１号 

   氏 名 畑 耕一 

   資 格 公認会計士 

 

 

４８ 不動産の処分について  

(市民局市民活力推進部) 

土地の処分 

１ 所在及び地番 相模原市津久井町青根１，８８２番５ 

２ 地    目 畑 

３ 地    積 １９０平方メートル 

４ 処分の方法 無償譲渡 

５ 相 手 方 相模原市津久井町青根１，８８２番地５ 

         自治会法人上野田自治会 

           会長 太 田  勉 

 

４９ 不動産の取得について  

(都市建設局まちづくり

事業部) 

 小田急相模原駅自動車駐車場 

 下記の建物及び土地のうち共有者相模原市土地開発公社持分

２，１７９万３２０分の３４５万３，４４３ 

１  建物 

(１) 所 地 相模原市南台３丁目１番地 

(２) 構 造 鉄筋コンクリート造地下４階地上２０階

建のうち地下２階の一部及び地下３階の一

部 

(３) 床 面 積 ４，６９９．２６平方メートル 

２  土地 

(１) 所在及び地番 相模原市南台３丁目１番 

(２) 地    目 宅地 

(３) 地    積 ５，２７５．５８平方メートル 

(４) 敷地権の割合 １億分の２１，７９０，３２０ 

３ 相手方 相模原市土地開発公社 

      理事長 八 木 智 明 

４  取得価格 ８３９，７２３，２０８円  

 

 

５０ 市道の認定について  

(都市建設局土木部) 

 土地区画整理事業(上鶴間本町９丁目地区)６路線、開発行為

(上溝地区ほか)８路線、寄付(上溝地区ほか)２路線、旧津久井

町管理道路(津久井町青山地区ほか)４路線及び旧相模湖町管理

道路(相模湖町寸沢嵐地区)２路線、合計２２路線の認定 

 

 



５１ 町田市道路線の認定の承

諾について  

(都市建設局土木部)  

 町田市長が木曽境川土地区画整理事業により設置される道路

の一部を町田市の区域を越えて町田市道の路線として認定する

ことについて、承諾をするもの 

 

補正前の額 補 正 額 補正後の額  

５２ 平成１９年度相模原市一

般会計補正予算(第５号) 

(企画財政局財務部) 

 

千円

 

199,512,000 

千円

2,159,000 

千円

201,671,000 

平成１９年度相模原市国

民健康保険事業特別会計

補正予算(第４号) 

(企画財政局財務部) 

 

 

63,920,500 

 

 

2,593,000 

 

 

66,513,500 

 

 

事業勘定 

 

 

 

63,691,400 

 

 

2,593,000 

 

 

66,284,400 

５３ 

 

 

直営診療勘定 

 

 

 

229,100 

 

 

－ 

 

 

229,100 

５４ 平成１９年度相模原市下

水道事業特別会計補正予

算(第４号)  

(企画財政局財務部) 
20,632,000 

 

 

-77,000 

 

 

20,555,000 

５５ 平成１９年度相模原市簡

易水道事業特別会計補正

予算(第３号) 

(企画財政局財務部) 

163,400 

 

 

-1,700 

 

 

161,700 

合    計 284,227,900 4,673,300 288,901,200 

報告番号 件名(担当)  

１ 専決処分の報告について 

(総務局) 

相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例 

(Ｈ２０．２．４専決処分。Ｈ２０．４．１施行) 

統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を

定める政令(昭和２６年政令第１２７号)第２条の規定に基づく

産業に関する分類の名称及び分類表(平成１４年総務省告示第

１３９号。以下「旧日本標準産業分類」という。)が廃止され、

新たに産業に関する分類の名称及び分類表(平成１９年総務省

告示第６１８号)が施行されることに伴い、旧日本標準産業分類

の用語を引用する規定の整理をするもの 

 



２ 専決処分の報告について 

(企画財政局財務部) 

 

 

 

工事請負契約(最終処分場整備工事(その２))の変更 

変更事項 変更前 変更後 

契約金額 5,469,338,700円 5,531,460,900円
 

３ 専決処分の報告について 

(企画財政局財務部) 

 

 

 

 

工事請負契約(公共下水道麻溝台地区雨水幹線整備工事(１工

区))の変更 

変更事項 変更前 変更後 

契約金額 962,850,000円 975,654,750円 
 

４ 専決処分の報告について 

(環境経済局資源循環部) 

次のとおり訴えを提起する。 

１ 被告となるべき者 

市外在住者 

２ 請求の趣旨 

次のとおり判決を求める。 

（１）５(１)の本件事故に基づく原告の被告に対する一切の債

務は存在しないことを確認する。 

（２）訴訟費用は被告の負担とする。 

３ 訴訟の目的物の価額 

２０８，６２８円 

４ 管轄裁判所 

相模原簡易裁判所 

５ 事件の概要 

（１）平成１９年５月２９日午前１１時７分ごろ、相模原市東

林間７丁目１８番２０号先の市道において、対向車両を通

行させるため、本市塵芥車(相模８００さ３００８)が後退

した際、後方に停車していた訴外市外在住者が使用し、被

告が所有する軽乗用車(以下「被害車両」という。)に接触

し、破損させる事故(以下「本件事故」という。)が発生し

た。 

（２）市は、本件事故の過失は市側にあると判断し、平成１９

年１２月１３日に、訴外有限会社に対し被害車両の修理代

金等１８９，６５８円を、訴外市外在住者に対し当該車両

を修理工場へ運搬した交通費等１８，９７０円を支払い、

同月２６日に訴外市外在住者と示談を締結した。 

（３）市は、本件事故による損害がすべて賠償され、事故の事

後処理が終了したことを明らかにするため、被告に対して

も示談書への署名及び押印を求めたが、被告はこれに応じ

ないため、本訴訟を提起する。 

６ 訴訟遂行の方針 

市は、必要に応じて、次に掲げる行為をすることができる

ものとする。 

（１）控訴又は上告 

（２）民事訴訟法(平成８年法律第１０９号)第８９条の規定

による和解 



本市塵芥車による交通事故に係る損害賠償額 

(２０８，６２８円)の決定の専決処分 

 

本市塵芥車による交通事故に係る損害賠償額 

(９６，４０２円)の決定の専決処分 

 

本市塵芥車による交通事故に係る損害賠償額 

(４０，５２２円)の決定の専決処分 

 

本市軽貨物車による交通事故に係る損害賠償額 

(８８，６００円)の決定の専決処分 

本市軽乗用車による交通事故に係る損害賠償額 

(３８８，２９８円)の決定の専決処分 

本市軽貨物車による交通事故に係る損害賠償額 

(７１９，８８７円)の決定の専決処分 

 

本市小型貨物車による交通事故に係る損害賠償額 

(５７６，１３５円)の決定の専決処分 

道路管理に係る損害賠償額 

(５６，３０９円)の決定の専決処分 

 

道路管理に係る損害賠償額 

(１０１，３７２円)の決定の専決処分 

 

学校管理に係る損害賠償額 

(１６，７６０円)の決定の専決処分 

 

５ 専決処分の報告について

(総務局) 

学校管理に係る損害賠償額 

(１０４，９４９円)の決定の専決処分 

 

付議予定案件  人事９件  固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

              人権擁護委員の候補者の推薦について(８件) 

 

 


